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３．１１ 東日本大震災

被災地支援活動の歩み
一

は
じ
め
に

三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
、
我
が
国
の
観
測
史
上
最
大
級
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九

・
〇
を
記
録
し
、
宮
城
県
栗
原
市
で
震
度
７
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
で
震
度
６
強
な
ど
広
い
範

囲
で
強
い
揺
れ
を
観
測
し
ま
し
た
。
ま
た
、
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
に
高
い
津
波
を
観
測
し
、
特
に
東
北
地
方
で
は

三
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
す
大
津
波
が
襲
来
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
約
二
万
人
に
の
ぼ
り
、
家
屋
・
家
財
の
損
壊

な
ど
の
被
害
を
含
め
る
と
被
災
者
は
数
百
万
人
の
規
模
に
達
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
大
震
災
は
人
災
と
い
う
べ
き
原
発
事
故
を
引
き
起
こ
し
、
す
で
に
高
濃
度
の
放
射
性
物
質
が
拡
散
し
、

農
畜
産
物
や
海
産
物
に
被
害
を
生
じ
さ
せ
多
く
の
人
々
の
居
住
環
境
を
奪
う
な
ど
、
我
々
が
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
、
大
規
模
か
つ
複
合
的
な
大
災
害
と
な
り
ま
し
た
。

国
土
交
通
省
で
は
、
震
災
直
後
の
一
四
時
四
六
分
に
非
常
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
六
万
人
組
織
の
総
力

を
挙
げ
て
災
害
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
地
震
発
生
当
初
か
ら
広
大
な
浸
水
区
域
と
膨
大
な
瓦
礫
、
寸
断

さ
れ
た
交
通
網
、
停
電
や
通
信
途
絶
、
足
り
な
い
燃
料
な
ど
数
多
く
の
困
難
の
中
を
各
部
局
や
現
場
で
様
々
な
工

夫
を
し
な
が
ら
、
人
命
救
助
、
道
路
啓
開
、
航
路
啓
開
、
被
災
自
治
体
支
援
、
救
援
物
資
の
輸
送
、
応
急
排
水
、

物
流
の
確
保
、
仮
設
住
宅
の
建
設
等
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
職
員
が
Ｔ
Ｅ
Ｃ
ー
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
と

し
て
被
災
地
に
駆
け
つ
け
、
専
門
性
を
活
か
し
た
支
援
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

本
紙
で
は
、
被
災
地
で
行
わ
れ
た
河
川
・
道
路
を
中
心
と
し
た
支
援
活
動
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
大
規

模
災
害
に
お
け
る
地
方
整
備
局
の
重
要
な
役
割
を
検
証
す
る
も
の
で
す
。

二

東
日
本
大
震
災
で
地
方
整
備
局
が
果
た
し
た
役
割

道
路
網
の
回
復
は
、
人
命
救
助
・
災
害
復
旧
な
ど
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き

課
題
の
一
つ
で
す
。
中
で
も
今
回
の
災
害
で
は
沿
岸
部
の
被
災
が
甚
大
で
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
東
北
地
方
整
備
局
や
地
元
建
設
会
社
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
、
震
災
翌
日
（
三
月
一
二

日
）
に
は
、
東
北
道
、
国
道
四
号
か
ら
太
平
洋
沿
岸
主
要
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
一
一
ル
ー
ト
啓

開
、
確
保
し
、
三
月
一
五
日
ま
で
に
一
五
ル
ー
ト
を
確
保
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
三
月
一
八
日
（
震
災
か

ら
一
週
間
で
）
国
道
四
五
号
等
太
平
洋
沿
岸
の
縦
方
向
の
道
路
啓
開
を
推
進
し
、
九
七
％
が
通
行
可
能
に

な
り
ま
し
た
。
九
月
一
二
月
現
在
、
直
轄
国
道
の
復
旧
率
は
原
発
警
戒
区
域
を
除
い
て
九
九
％
（
一
，
一

一
八
㎞
／
一
，
一
一
九
㎞
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

河
川
で
は
東
北
・
関
東
地
方
整
備
局
管
内
で
二
，
一
一
五
箇
所
が
堤
防
崩
落
・
沈
下
・
法
崩
れ
等
の
被

災
を
受
け
る
中
で
、
救
援
や
物
資
輸
送
等
に
欠
か
せ
な
い
道
路
兼
用
堤
防
五
箇
所
（
約
五
・
五
㎞
）
の
復

旧
を
最
優
先
で
実
施
し
一
七
日
間
で
道
路
交
通
を
確
保
、
九
月
二
〇
日
現
在
、
緊
急
復
旧
事
業
対
象
と
し

た
六
水
系
五
三
箇
所
の
対
策
を
全
て
完
了
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
津
波
に
よ
る
湛
水
が
捜
索
活
動
や
施

、

。

設
の
復
旧
活
動
の
障
害
と
な
っ
た
た
め

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
編
成
し
緊
急
排
水
を
実
施
し
ま
し
た

全
国
か
ら
延
べ
一
八
，
〇
七
二
人
の
職
員
が
地
方
自
治
体
が
行
う
災
害
対
応
に
対
す
る
技
術
的
な
支
援

や
排
水
ポ
ン
プ
車
、
衛
星
通
信
設
備
・
照
明
車
・
災
害
対
策
本
部
車
・
応
急
組
み
立
て
橋
な
ど
を
被
災
地

に
派
遣
し
応
急
復
旧
を
進
め
ま
し
た
。

本
紙
添
付
資
料

に

つ

き

ま

し

て

は
、
国
交
省
及
び

各
地
整
、
各
自
治

体
等
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
掲
載
さ

せ

て

頂

き

ま

し

た
。



東日本大震災「初動の記録」

○

緊
急
物
資
輸
送
等
支
援

①

太
平
洋
沿
岸
道
路
が
津
波
に
よ
る
大
き
な
被
害
が
想
定
さ
れ
、
被
災
当
日
に
「
く
し
の
歯
作
戦
」
救
援
ル
ー
ト

を
設
定
す
る
こ
と
を
決
断
。
翌
朝
か
ら
集
中
的
に
点
検
・
調
査
を
実
施
し
、
県
・
自
衛
隊
と
連
携
し
、
災
害
協
定

締
結
済
み
の
地
元
建
設
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
道
路
啓
開
を
優
先
し
て
実
施
し
た
。

②

津
波
に
よ
り
国
道
の
橋
梁
が
流
出
し
た
た
め
、
迂
回
路
と
し
て
県
道

・
町
道
を
利
用
し
て
い
た
が
、
大
型
車
が
通
れ
な
い
な
ど
の
隘
路
箇
所

が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
県
道
と
町
道
を
国
道
区
域
に
編
入
し
て
隘
路

箇
所
を
早
期
に
解
消
し
た
。

③

地
震
や
津
波
に
よ
り
道
路
の
段
差
や
舗
装
の
流
出
な
ど
が
多
数
発
生

し
た
た
め
、
被
災
地
で
は
こ
れ
ら
を
応
急
復
旧
す
る
た
め
に
必
要
と
な

る
砕
石
や
常
温
合
材
が
不
足
し
た
。
こ
の
た
め
、
被
害
の
少
な
い
地
域

か
ら
応
急
復
旧
に
必
要
と
な
る
資
材
を
輸
送
し
、
早
期
の
応
急
復
旧
を

実
現
。

④

港
湾
空
港
班
で
作
成
し
た
港
湾
施
設
へ
の
接
続
道
路
状
況
図
と
道
路

班
で
作
成
し
た
直
轄
・
補
助
国
・
地
方
道
の
緊
急
輸
送
道
路
被
災
状
況

図
を
一
枚
の
地
図
に
記
載
し
Ｈ
Ｐ
で
公
開
し
た
。
管
内
港
湾
周
辺
の
道

路
の
通
行
止
め
状
況
を
一
枚
の
地
図
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
緊
急

物
資
輸
送
ル
ー
ト
の
選
定
、
及
び
対
応
に
活
用
さ
れ
た
。

⑤

地
震
や
津
波
に
よ
り
被
災
し
た
河
川
堤
防
で
緊
急
復
旧
工
事
が
必
要

な
二
九
箇
所
の
う
ち
、
救
援
活
動
に
資
す
る
道
路
兼
用
堤
防
五
箇
所
を

最
優
先
で
復
旧
し
、
孤
立
や
広
域
迂
回
を
解
消
し
、
早
期
の
救
援
物
資

等
の
輸
送
再
開
に
寄
与
。

○

緊
急
災
害
対
応
体
制
の
構
築

①

Ｔ
Ｅ
Ｃ
ー
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
総
合
司
令
部
を
東
北
地
方
整
備
局
に
設
置
す
る
こ
と
で
、
被
災
市
町
村
毎
に
異
な
る
支

援
ニ
ー
ズ
を
迅
速
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
と
の
派
遣
調
整
を
実
施
し
、
そ
の
情
報
を
本
省
緊
急
災
害
対

策
本
部
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
的
確
な
自
治
体
支
援
が
可
能
と
な
っ
た
。

②

津
波
警
報
（
大
津
波
）
が
発
表
さ
れ
る
中
、
職
員
の
到
着
を
待
た
ず
に
離
陸
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヘ
リ
を
津
波

か
ら
守
り
そ
の
後
の
被
災
状
況
確
認
が
可
能
と
な
っ
た
。
通
信
が
麻
痺
し
て
い
る
中
で
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
よ
り
速

や
か
に
飛
行
指
示
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

③

本
省
及
び
現
地
Ｐ
Ｔ
の
連
携
の
も
と
、
全
国
の
地
方
整
備
局
に
配
備
し
て
い
る
排
水
ポ
ン
プ
車
を
集
結
し
（
最

大
時
九
六
台
稼
働
）
機
動
的
・
重
点
的
に
緊
急
排
水
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
効
果
的
な
湛
水
解
消
を
可
能
に
し

た
。

④

排
水
対
策
に
つ
い
て
、
首
長
・
自
衛
隊
・
国
交
省
の
緊
急
打
ち
合
わ
せ
を
実
施
し
三
者
合
意
。
湛
水
に
よ
り
排

水
ポ
ン
プ
車
の
配
置
箇
所
が
限
ら
れ
る
中
、
水
位
低
下
に
伴
う
配
置
場
所
の
増
加
に
合
わ
せ
て
、
段
階
的
に
排
水

ポ
ン
プ
車
を
増
強
し
、
各
被
災
地
で
行
方
不
明
者
捜
索
の
早
期
着
手
に
貢
献
。

⑤

津
波
に
よ
り
浸
水
し
た
仙
台
空
港
で
、
排
水
ポ
ン
プ
車
を
集
中
投
入
し
、
緊
急
排
水
を
行
う
こ
と
で
仙
台
空
港

の
湛
水
深
を
低
下
さ
せ
、
空
港
の
早
期
再
生
に
寄
与
。

⑥

国
道
四
五
号
水
尻
橋
（
宮
城
県
南
三
陸
町
）
の
落
橋
に
よ
り
志
津
川
地
区
は
南
北
に
分
断
。
南
地
区
に
つ
い
て

一
刻
も
早
い
孤
立
状
況
の
解
消
が
待
た
れ
る
中
、
自
衛
隊
と
の
連
携
に
よ
り
応
急
組
立
橋
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
速
や
か
な
啓
開
が
可
能
と
な
り
、
現
地
作
業
開
始
か
ら
二
日
目
で
交
通
解
放
。

○

防
災
情
報
の
提
供

、

、

①

救
援
物
資
が
被
災
さ
れ
た
方
々
の
元
に
円
滑
に
補
給
さ
れ
る
た
め
に
は

正
確
で
迅
速
な
情
報
が
必
要
と
な
り

通
信
手
段
を
失
っ
た
多
数
の
市
町
村
が
本
格
的
な
通
信
手
段
が
回
復
す
る
ま
で
の
当
分
の
間
、
物
資
輸
送
に
関
す

る
ニ
ー
ズ
を
情
報
共
有
す
る
臨
時
掲
示
板
を
三
月
二
〇
日
か
ら
東
北
地
方
整
備
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
開
設
。
臨
時

掲
示
板
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
急
増
し
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
ほ
か
、
多
く
の
物
資
補
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
ほ
か
、
市
町
村
の
現
状
を
お
知
ら
せ
す
る
場
に
も
な
っ
た
。

②

東
北
地
方
整
備
局
の
東
日
本
大
震
災
関
連
情
報
の
一
部
を
英
文
版
に
し
て
、
被
災
地
に
入
る
外
国
の
方
や
海
外

に
対
す
る
情
報
発
信
の
強
化
を
図
っ
た
。
三
月
二
四
日
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ッ
プ
し
ア
ク
セ
ス
件
数
は
三
月
で

約
三
，
二
〇
〇
件
、
四
月
は
約
二
，
二
〇
〇
件
で
あ
っ
た
。

＝ 国土地理院が果たした役割＝
国土地理院は、災害対策基本法に基づく指定行政機関として、地震発生直後に院長を

本部長とする災害対策本部を設置し、国や地方公共団体等が災害活動を実施するうえで

重要な、地震や津波がもたらした国土の変貌や被害の状況を表す地理空間情報の収集・

整備・提供を実施した。また、TEC-FORCEを編成し、政府現地対策本部等と連絡を取

り、様々な地理空間情報を提供した。特に、今回の地震の対応では、大きな被害を受け

た自治体をその所掌エリアとする東北地方測量部において、職員自らも被災する中にあ

って、その困難を乗り越え、現地を最も良く知る特性を最大限生かし、政府現地対策本

部や各県の災害対策本部及び被災地域の市町村と連絡を行い地理空間情報を提供するな

ど、災害対応を献身的に行った。

（ ）４日間で道路交通確保



○

被
災
者
・
被
災
地
支
援

①

沿
岸
部
の
自
治
体
は
庁
舎
や
職
員
が
被
災
し
て
お
り
、
自
治
体
機
能
が
麻
痺
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
災
当
日

か
ら
そ
の
場
で
判
断
で
き
る
本
局
官
ク
ラ
ス
、
事
務
所
副
所
長
等
を
筆
頭
に
派
遣
し
、
首
長
の
片
腕
に
な
る
よ
う

積
極
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
を
使
命
に
約
八
〇
日
間
活
動
し
た
。
情
報
共
有
や
現
地
調
査
及
び
自
治
体
の
ニ
ー
ズ

の
的
確
な
把
握
等
、
積
極
的
で
か
つ
迅
速
な
対
応
は
自
治
体
か
ら
評
価
さ
れ
た
。

②

国
土
交
通
大
臣
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
被
災
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
を
基
に
、
三
月
一
三
日
よ
り
救
援

物
資
調
達
チ
ー
ム
（
土
工
協
等
の
協
力
）
を
結
成
し
、
輸
送
や
通
信
が
正
常
化
し
始
め
た
三
月
三
一
日
ま
で
対
応

し
た
。
要
望
が
あ
っ
た
救
援
物
資
を
平
均
三
日
で
九
〇
％
以
上
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

③

地
震
や

津
波
に
よ

り
電
話
回

線
、
携
帯

電
話
の
基

地
局
が
被

災
し
、
通

信
機
能
が

麻
痺
し
て

い
る
自
治

体
に
衛
星

通
信
車
を

派
遣
し
、

整
備
局
と

自
治
体
間

や
自
治
体

本
庁
と
支
所
間
の
通
信
を
回
復
し
た
。
そ
の
結
果
、
被
災
情
報
や
自
治
体
の

ニ
ー
ズ
把
握
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
後
の
自
治
体
支
援
を
よ
り
的
確
に
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

④

被
災
自
治
体
か
ら
の
要
請
の
あ
っ
た
物
資
の
う
ち
、
事
務
所
な
ど
で
保
有

し
て
い
る
ゴ
ム
ボ
ー
ト
、
サ
ニ
ー
ホ

ー
ス
、
衛
星
携
帯
電
話
等
を
貸
し
出

し
て
支
援
し
た
。
物
流
が
麻
痺
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
即
時
に
支
援
が
可

能
と
な
っ
た
た
め
自
治
体
か
ら
喜
ば
れ
た
ほ
か
、
人
命
救
助
や
自
治
体
の
通

信
の
回
復
等
に
役
立
っ
た
。

⑤

盛
土
構
造
（
高
さ
６
ｍ
程
度
）
の
仙
台
東
部
道
路
は
瓦
礫
混
じ
り
の
海
水
を
防
ぐ
「
防
波
堤
に
役
割
」
や
地
域

住
民
が
法
面
を
駆
け
上
が
っ
て
避
難
し
て
助
か
る
「
避
難
場
所
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
。

三

な
ぜ
対
応
で
き
た
の
か

①

三
月
一
一
日
（
金
）
一
四
時
四
六
分
地
震
発
生
時
は
、
勤
務
時
間
中
・
昼
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
整
備

局
、
事
務
所
、
出
張
所
の
職
員
が
災
害
対
応
の
初
動
体
制
を
迅
速
・
確
実
な
も
の
に
で
き
た
。

②

家
族
の
安
否
確
認
が
で
き
な
い
ま
ま
応
急
復
旧
を
昼
夜
連
続
で
行
う
な
ど
、
災
害
時
に
お
け
る
職
員
の
危
機
管

理
意
識
が
高
い
こ
と
。

③

災
害
対
応
や
応
急
復
旧
に
関
す
る
技
術
や
経
験
が
豊
富
な
各
地
方
整
備
局
、
事
務
所
、
出
張
所
の
職
員
を
一
定

期
間
集
中
的
に
動
員
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と

（
一
・
八
万
人
の
動
員
）

。

④

大
規
模
災
害
を
想
定
し
た
災
害
対
策
用
機
械
、
通
信
機
材
、
資
機
材
が
各
地
方
整
備
局
、
事
務
所
、
出
張
所
に

常
時
配
備
さ
れ
、
短
期
間
で
全
国
か
ら
配
置
で
き
た
こ
と
。

⑤

災
害
時
に
人
員
・
重
機
等
を
確
実
に
手
配
で
き
る
建
設
業
者
が
地
元
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
。
そ
の
地
元
建
設

業
者
と
の
災
害
協
力
協
定
を
締
結
し
て
い
た
こ
と
が
迅
速
か
つ
確
実
な
道
路
・
河
川
等
の
復
旧
を
確
実
な
も
の
と

し
た
。

。

⑥

大
規
模
災
害
に
備
え
た
防
災
訓
練
等
を
毎
年
実
施
し
緊
急
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
常
日
頃
か
ら
習
得
し
て
い
た
こ
と

⑦

各
地
方
整
備
局
が
同
じ
法
律
・
基
準
の
も
と
土
木
工
事
や
維
持
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
組
織
形
態
も
全
国
同
じ

で
あ
り
、
指
示
命
令
系
統
に
ず
れ
が
出
な
か
っ
た
こ
と
。

⑧

全
国
組
織
で
あ
り
各
地
方
整
備
局
、
事
務
所
が
災
害
対
応
と
い
う
共
通
の
目
的
に
対
し
、
一
丸
と
な
っ
て
対
応

で
き
る
組
織
で
あ
っ
た
。

○

監
視
・
観
測
体
制
強
化

地
震
や
津
波
に
よ
り
排
水
機
場
の
壊
滅
的
な
被
害
や
広
域
的
な

地
盤
沈
下
に
よ
る
浸
水
被
害
軽
減
の
た
め
、
排
水
ポ
ン
プ
車
の
広

域
整
備
に
よ
る
迅
速
か
つ
機
動
的
な
支
援
を
行
う
と
共
に
、
ソ
フ

ト
対
策
と
し
て
浸
水
リ
ス
ク
マ
ッ
プ
公
表
、
浸
水
セ
ン
サ
ー
の
設

置
及
び
メ
ー
ル
等
に
よ
る
情
報
提
供
を
行
っ
た
。

○

手
続
き
・
基
準
等
の

弾
力
的
な
運
用

、

、

①

断
水
が
続
く
中

河
川
か
ら
の
取
水
制
限
を
弾
力
的
に
運
用
し

。

、

避
難
住
民
等
へ
給
水
活
動
や
お
風
呂
の
提
供
活
動
に
協
力

ま
た

直
轄
管
理
ダ
ム
を
弾
力
的
に
運
用
し
、
水
力
発
電
の
取
水
量
を
一

六
ダ
ム
合
計
で
約
一
・
七
倍
に
増
量
し
、
電
力
供
給
に
協
力
。

②

河
川
堤
防
や
道
路
が
震
災
に
よ
る
復
旧
が
完
了
し
て
い
な
い
た

め
、
河
川
で
は
被
害
の
大
き
い
宮
城
県
で
四
月
一
日
よ
り
基
準
水

位
を
一
律
ワ
ン
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
す
る
緊
急
的
暫
定
運
用
を
実
施
。

六
月
一
日
に
応
急
復
旧
を
加
味
し
た
基
準
水
位
を
再
設
定
。
道

路
で
は
降
雨
に
よ
る
注
意
体
制
基
準
を
当
面
六
～
八
割
に
ダ
ウ

ン
。
通
常
よ
り
早
期
に
防
災
体
制
に
入
る
こ
と
に
よ
り
不
測
の
事

態
に
備
え
た
。

＝各界からの声＝
地方整備局に対する応援メッセージ

※ 衆議院国土交通委員会での徳田委員（自民）の発言
国交省が震災以来、本当に持てる力をすべて発揮してそうした復旧に当たっ

てきていただいたことを承知しています。そして、道路や港湾、空港も、そう

したところをいち早く復旧していただいたからこそ、やはり救助のための人員

の派遣そして救援物資の輸送などにも大きく役立てていただいたのではないか

ということを思います。そしてまた、今回の復旧に当たり、やはり整備局や運

輸局が大きな役割を果たしたのではないかと思っております。

しかし、今、政府では、昨年の六月に地域主権戦略大綱の閣議決定がありま

した。そしてまた、十二月には出先機関の原則廃止に向けてのアクションプラ

、 、 、 、ンという閣議決定がありましたが その中で こうした出先機関の整理 統合

廃止なども含めてということが盛り込まれております。

しかしながら、これから中長期的な復興支援を行っていく意味では、やはり

こうした整備局が大きな役割を果たしていくのではないか。だからこそ、閣議

決定というのは極めて重いものではありますが、そうした方針を見直していた

だきたい、または、こうした整備局のこれからの機能についても体制を強化拡

充していただきたいと思います。

※ 森田実氏の発言
被災地の東北・北関東の建設業者は大震災が発生した瞬間よ

り、誰よりも早く動いて危機管理産業として責任を果たした。

災害協定に基づき地方整備局と一体となって復旧作業に取り組

んできた結果。

※ 東北建設業界連合会大槻専務理事の発言
自衛隊や消防の活動のため道路啓開作業が必要だった。津波

の影響でどこが道路か解らないため、東北地方整備局と打合せ

をしながら啓開活動を実施した。人命救助の一助になった。災

害日本における地方整備局の必要性・重要性を感じた。

※ 土木学会阪田会長
道路復旧について、明確なゴールや優先順位を設定した復旧

作業により幹線道路が迅速に回復しており、緊急時の集権的な

対応の重要性が再確認された。地域の実情をよく知っている国

の出先機関の役割が非常に重要である。

※ 新潟県三条市國定市長のブログより抜粋
「 」。 、 “ 、前略 で 今日の話題っていうのは… 国土交通省の地方支分部局の廃止

地方移管には反対”ということ・・ 中略。そして、人間が叡智を結集していく「

ためには、経験の積み重ねが不可欠ということ。そうした経験の積み重ねを考

、 、 、えた場合 例えば 水害における防災・減災の要というべき河川管理の主体は

どこが担うことが理想なのか？私に言わせれば、それは論を待たないと思いま

。 、 、 。す それは 市町村よりも都道府県 都道府県よりも国でなければなりません

それが万が一のことを考慮したときに、影響が広範囲にわたる河川であれば

なおのことです・・ 中略 。つまり、市町村単位では、大災害というものは、「 」

１人の首長が１回経験するどころか、一般の職員が職場人生を通しても１回あ

るかどうかの経験値に過ぎません。都道府県になれば、こうした経験確率は、

複数市町村を管轄する広域行政体であるが故に、高まっていきます。でも、そ

の都道府県ごと、それぞれの経験確率は、国が経験する経験確率には遠く及び

。 、 、 、 、ません 現実に 今回の水害に際しても その経験に基づく安定感 安心感は

流石のものがありました。今回の避難勧告発令にあたっても、実は、国土交通

省の事務所長さんの所見には、随分と助けられたのも事実です。それをわざわ

ざ、経験確率の低い主体に、くどいようですが、水害における防災・減災の要

というべき河川管理を委ねようとする発想そのものが理解できない「以下略 。」



⑨

国
土
交
通
省
は
、
企
画
・
立
案
・
実
施
部
門
が
一
体
と
な
っ
た
組
織
で
あ
り

「
く
し
の
歯
作
戦

「
全
国
の
排

、

」
、

水
ポ
ン
プ
車
集
結
」
等
、
決
断
し
た
施
策
が
即
座
に
現
地
及
び
各
地
方
整
備
局
に
指
示
さ
れ
迅
速
な
対
応
が
可
能
で

あ
る
こ
と
。
又
、
現
地
状
況
の
変
化
な
ど
の
情
報
も
逐
次
上
部
機
関
に
反
映
さ
れ
次
の
対
応
を
準
備
で
き
た
こ
と
。

⑩

全
国
に
あ
る
事
務
所
、
出
張
所
が
災
害
時
に
単
独
で
情
報
収
集
で
き
る
機
能
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

情
報
が
速
や
か
に
上
部
機
関
に
伝
わ
る
こ
と
で
迅
速
な
判
断
や
対
応
が
で
き
た
こ
と
。

四

大
震
災
で
明
ら
か
に
な
っ
た
地
方
整
備
局
の
重
要
性

①

地
方
整
備
局
が
現
在
整
備
・
管
理
し
て
い
る
一
般
国
道
や
一
級
河
川
等
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と
一
体
と
な
っ
て

我
が
国
物
流
基
幹
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
大
宗
を
担
う
機
能
を
有
す
る
一
方
、
大
規
模
災
害
発
生
時
等
に
は
国
民
の
生
命

・
財
産
や
国
土
保
全
上
・
国
民
経
済
上
甚
大
な
被
害
や
影
響
を
及
ぼ
す
特
性
も
有
し
て
い
る
。

②

東
日
本
大
震
災
で
は
ま
さ
に
こ
の
状
況
が
発
現
し
た
が
、
人
命
救
助
、
道
路
啓
開
、
緊
急
復
旧
、
被
災
自
治
体
支

援
、
救
援
物
資
の
輸
送
、
応
急
排
水
、
物
流
の
確
保
等
が
確
実
に
実
施
で
き
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
地
方
整
備
局
の

事
務
所
、
出
張
所
が
各
県
・
市
町
村
に
在
所
し
、
職
員
が
日
常
的
な
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
現
場
に
精

通
し
、
災
害
対
応
や
応
急
復
旧
に
関
す
る
技
術
や
経
験
を
有
し
、
現
地
状
況
を
踏
ま
え
た
対
策
を
立
案
・
実
行
し
た

こ
と
が
迅
速
な
対
応
を
可
能
と
し
た
。

③

Ｔ
Ｅ
Ｃ
ー
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
派
遣
、
排
水
ポ
ン
プ
車
、
衛
星
通
信
設
備
・
照
明
車
・
災
害
対
策
本
部
車
等
の
迅
速
な
現

地
配
備
は
防
災
官
庁
な
ら
で
は
の
体
制
整
備
が
各
地
方
整
備
局
で
日
常
的
に
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
そ

れ
を
実
現
で
き
た
原
動
力
は
各
地
方
整
備
職
員
の
防
災
・
危
機
管
理
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
で
あ
る
。

④

地
震
や
豪
雨
に
よ
る
大
規
模
災
害
が
発
生
し
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
中
、
全
国
を
網
羅
す
る
防
災
官

庁
は
国
土
交
通
省
し
か
な
く
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
拠
点
と
な
る
地
方
整
備
局
の
役
割
は
東
日
本
大
震
災
を
経
験

す
る
中
で
益
々
重
要
性
を
帯
び
て
き
て
い
る
。

⑤

近
年

「
二
重
行
政
」
批
判
に
よ
る
国
の
出
先
機
関
廃
止
が
押
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
今
回
の
東
日

、

本
大
震
災
の
様
々
な
対
応
で
、
地
方
整
備
局
の
存
在
が
「
二
重
行
政
」
で
あ
る
と
の
論
評
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

逆
に
、
被
災
地
の
各
自
治
体
か
ら
は
道
路
網
の
早
期
回
復
、
応
急
排
水
、
被
災
自
治
体
支
援
、
救
援
物
資
の
輸
送

な
ど
で
感
謝
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

⑥

大
規
模
災
害
で
は
、
住
民
の
安
否
確
認
、
救
助
や
支
援
を
地
方
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
す
る
た
め
、
そ
の

主
眼
は
自
治
体
の
内
へ
と
向
い
て
い
る
。
し
か
し
、
被
災
対
応
に
は
災
害
発
生
地
域
外
か
ら
の
人
的
・
物
的
支
援
が

重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
地
域
外
と
を
結
ぶ
輸
送
ル
ー
ト
の
確
保
を
迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
役
割
を
担
え

る
の
は
地
方
整
備
局
以
外
に
無
い
。

※
地
域
主
権
と
い
う
言
葉
に
ご
ま
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
国
の
責
任
に
お
い
て
生
活
を
守
る
体
制
確
立
を

地
域
主
権

と
い
う
言
葉
に
は

あ
た
か
も

地
域

が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
響
き
が
あ
り

実
際
に

国
の

束

「

」

、

「

」

、

、

「

縛
」
か
ら
地
方
が
「
自
由
」
に
な
る
も
の
と
誤
解
し
て
支
持
す
る
論
調
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
本
質
は

「
自
立
自

、

助
」
の
名
の
も
と
、
県
・
市
町
村
に
農
業
・
地
場
産
業
・
医
療
・
教
育
・
社
会
福
祉
な
ど
身
近
な
生
活
分
野
の
予
算
の

切
り
捨
て
等
の
「
構
造
改
革
」
を
さ
せ
こ
れ
ま
で
以
上
に
国
民
に
「
我
慢
」
を
強
い
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
の
で

す
。

ま
た
、
国
の
定
め
る
「
基
準
」
は
、
地
方
自
治
体
を
縛
っ
て
不
自
由
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
が
施

策
の
内
容
は
財
源
に
責
任
を
持
つ
「
支
え
」
と
し
て
、
定
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
基
準
の
破
壊
は
、
国
の
法
令

が
社
会
福
祉
を
向
上
・
増
進
さ
せ
る
基
準
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
憲
法
２
５
条
は
国
民
の
生
存
権
を
保
障

し
た
う
え
で
、
国
の
責
任
に
お
い
て
全
て
の
生
活
部
面
の
増
進
に
努
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。
河
川
・
道
路

事
業
に
お
い
て
も
当
然
国
と
し
て
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
国
民
の
安

全
・
安
心
を
守
る
の
は
や
は
り
国
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
土
交
通
省
の
地
方
整

備
局
・
事
務
所
・
出
張
所
を
存
続
さ
せ
、
そ
の
執
行
体
制
を
拡
充
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

※
二
重
行
政
と
い
う
批
判
は
間
違
っ
て
い
ま
す

国
と
地
方
の
役
割
分
担
は
、
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
一
級
河
川
の
指
定
し
た
区
域
以
外
は
国
、
二

級
河
川
は
県
、
準
用
河
川
は
市
町
村
管
理
、
国
道
は
、
一
般
国
道
の
指
定
区
域
は
国
、
都
道
府
県
道
は
県
、
市
町
村
道

は
市
町
村
。
や
っ
て
い
る
仕
事
は
に
て
い
ま
す
が
、
同
じ
場
所
を
整
備
・
管
理
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

全
国
各
地
に
広
が
る

市
町
村
と
地
方
整
備
局
の
災
害
時
協
定
締
結

○ 鳥取県倉吉市

国土交通省中国地方整備局と

「 」災害時における情報交換に関する協定

を締結

平成２３年６

月１４日（火）に

国土交通省中国地

方整備局長と「災

害時における情報

」交換に関する協定

を締結しました。

○ 埼玉県狭山市

「国土交通省関東地方整備局との協定」を締結
「災害時の情報交換に関する協定」を締結

平成 年 月 日（火曜日 、狭山市と国土交通省関東23 4 1 ）

地方整備局が 「災害時における応援協力に関する協定」、

を締結しました。大規模災害等の発生には、被災状況の把

握や災害応急対策など迅速かつ的確な初動対応を行えるよ

、 。うに 発生直後から国と市での情報共有が重要であります

このことから、災害時における市への情報連絡員（リエゾ

ン）を派遣し各種情報交換を行い迅速かつ的確な災害対処

を行います。

○ 三重県名張市

国土交通省中部地方整備局と災害時の情報交換に

関する協定を締結しました
23 8 4国土交通省中部地方整備局と名張市は 同じく平成 年 月、

日、本市において重大な災害が発生し又は発生のおそれがある

場合において、国土交通省中部地方整備局長及び名張市長は必

要とする各種情報交換について「災害時の情報交換に関する協

定」を締結しました。内容は、一般被害状況に関することや道

路、河川、急傾斜地、都市設備等の被害状況やその他必要な事

項について情報交換を行い、適切な災害対策を行うようにしま

す。又、市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあると

き等において、名張市長から要請があった場合又は国土交通省

中部地方整備局長が必要と判断した場合は市長が設置する災害

対策本部等に「現地情報連絡員（リエゾン 」を派遣して、情報）

交換を行うこととします。

○ 青森県中津軽郡西目屋村
西目屋村とリエゾン（災害対策現地情報連絡員）の協定

を締結しました！５月１４日（木）西目屋村中央公民館に

西目屋村と国土交通省東北地方整備局おいて、

しが「災害時の情報交換に関する協定」を締結
ました。今回の協定が締結されたことにより「大規模な災

害が発生した場合、支援

の窓口として西目屋村

に 国土交通省の職員 リ、 （

） 」 。エゾン を派遣 します

これにより、リエゾンを

通じて得られた西目屋村

の被災状況の情報を基

に、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ

や災害対策車の派遣等、

西目屋村に対する支援を円滑に実施することが可能となり

ます。

可能な支援内容
１．被害状況の把握
２．連絡情報網の構築
３．現地情報連絡員の派遣
４．機材提供などの応急処置

私
た
ち
国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、

一
九
九
八
年
二
月
に
管
理
職
員
の
労
働
組
合
と
し
て
結
成
さ
れ
、
今
年
で
一
三
年
に
な
り
ま
す
。

全
国
の
ユ
ニ
オ
ン
の
仲
間
は
、

国
民
・
住
民
の
皆
様
の
、
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
実
現
に
向
け
て
、
日
夜
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
皆
様
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

平成２３年８月１８日付 西日本新聞


